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滋賀県県政経営幹事会議運営要綱新旧対照表 

旧 新 

第１ 省略 第１ 省略 

  

（議題とする事項） （議題とする事項） 

第２ 幹事会議の議題とする事項は、次のとおりとする。 第２ 幹事会議の議題とする事項は、次のとおりとする。 

 （１）経営会議での論議事項の論点整理 １ 経営会議での論議事項の調整 

 （２）経営会議での協議事項の調整 ２ 経営会議での協議事項の調整 

 （３）報告事項の趣旨徹底 ３ 次に掲げる報告事項の趣旨徹底 

 （１）各部局において（あるいは各部局が連携して）取り組むため、または、各

職員に行動を促すため、全庁的に情報共有の必要がある事項 

（２）各部局の政策判断に影響を与える可能性があり、全庁的に情報共有の必要

がある事項 

  

第３～第６ 省略 第３～第６ 省略 

  

付則 

  この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

付則 

  この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

 

  

 


